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１ 再生可能エネルギーの現状等

〇「第２次熊本県総合エネルギー計画」（2020年12月策定）において、
2030年度の県内電力消費量に対する再生可能エネルギー発電量の割合
の目標を50％と設定。

〇太陽光、風力、水力、地熱・温泉熱等の地域資源を活用し、再エネ供給を増加させる。

〇中小企業の再エネ電力使用を促進するとともに、県内企業や県内への進出を検討する企業に対して
「くまもとでは再エネ100％を目指した企業活動が可能」という新たな価値の提供を目指す。

〇昨年度公表した「太陽光及び陸上風力発電の再エネ促進区域の設定に関する熊本県基準」とゾーニング図に
よる再エネ施設の適地誘導や、（阿蘇地域においては太陽光発電施設の設置に関する景観ガイドラインも
踏まえた）立地協定の締結推進による、再エネ施設整備における環境、景観、防災への配慮向上を促進する。

〇送電線整備について国に要望を行うとともに、送電系統に過度に頼らないモデルとして、空港周辺地域
RE100産業エリアの創造や、屋根置き型太陽光など小型・自家消費型の再エネ施設等の普及拡大を行う。

〇再エネ施設の立地にあたっては、環境、景観、防災に係るトラブルを

防止して、地域と共生する必要がある。

〇2021年度の再生可能エネルギー電力の導入量は、原油換算で約93万kLと
なり、県内電力消費量に対する再エネ発電量の割合は33.7%と増加。

〇一方、増加する再エネ電力を接続する送電線の容量が課題。また、天候
による変動が大きい太陽光発電の導入拡大に伴い、需要以上に発電して
電気が余る場合に電力網に接続する発電量が抑制される「出力制御」が
増加し、余剰電力を無駄にしない再エネ導入の仕組みが求められている。

現状・課題等

取組みの方向性
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再エネ電力導入量の推移
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【参考】2021年度における分野別目標の進捗状況

－3－

α β

【総合エネルギー計画の目標値】
α（県内の再エネ発電所による発電量）÷β（県内最終電力消費量）×100 で算出

a bA B
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【目的・概要】
○ 「第２次熊本県総合エネルギー計画」（Ｒ２年度策定）の重点的取組「空港周辺地域等でのスマートシ
ティ創造」の具体化を図る。

○ RE100を標榜するTSMC 及び関連企業の進出に合わせて、「くまもとでは再エネ100％を目指した企
業活動が可能」という新たな価値の提供を目指す。

2 再生可能エネルギーの推進

【R５】 ゼロ予算

○令和４年度、学識者、再エネ事業者、電力需要家、金融機関等による「熊本空港周辺地域における
『RE100 産業・業務・交通・教育エリア』創造に係る検討委員会」を開催し、基本構想を策定。
○令和５年度、国の「脱炭素先行地域」の第４回募集において、本県が、益城町、西鉄自然電力、肥後銀行、
熊本銀行と共に提案した「阿蘇くまもと空港周辺地域RE100 産業エリアの創造」が選定。

【R６】 当初予算：654,603千円
○都道府県主導の脱炭素先行地域は全国で秋田県に次ぐ２例目であり、
横展開等、環境省からの様々な要請も踏まえながら、取組みを進める。

○「地域エネルギー会社」の設立や太陽光発電の整備等に取り組む。
○次年度以降の取組みについて、早急に課題やスケジュールを整理。

－7－-03-

●再エネ先進地の創造（エネルギー政策課）

【脱炭素先行地域スケジュール（案）】



【脱炭素先行地域の概要】
○事業期間：令和６年度から令和１１年度の６年間
○総事業費：約11,900,000千円（令和６年度から概ね５年間にかけて実施）
○「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」（５年間で最大5,000,000千円:補助率3/4～2/3）の活用

国費5,500,000千円(想定：環境省4,200,000千円、経産省1,300,000千円)
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対象：約8.7㎢
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●県内中小企業の再エネ導入促進（エネルギー政策課）※再掲

【目的・概要】
○RE100の国内中小企業版である「再エネ100宣言 RE Action」のアンバサダー
として、企業の再エネ100％使用に向けてRE Action参加拡大を目指す。

【R５】 当初予算：3,000千円

○令和５年度にかけて、RE Action参加検討企業向けのセミナー（計3回）、
交流会（計1回）、個別相談会（計2回）、アドバイザー派遣（計20社）を実施。

○令和５年度末時点でのRE Action参加企業数：１０社。

【R6】 当初予算：3,000千円

○「再エネ100宣言RE Action」の宣言企業を増加させるため、メリット等が分かる
企業向けのセミナー、交流会、アドバイザー派遣等を実施。

●小型・自家消費型再エネ施設の普及促進（エネルギー政策課）

【目的・概要】
①【新規拡大】太陽光発電の導入拡大に向けた課題である初期費用や経済性等の不安解消。

②【長期利用】ＦＩＴ期間終了に伴い、発電を廃止する太陽光発電等を長期的安定的電源として管理・運用。

【R５】 当初予算： 9,323千円

①【新規拡大】令和４年度に「ルーフトップソーラー導入加速化アクションプラン」、令和５年度に
「くまもとの住宅へのＺＥＨ普及促進アクションプラン」を作成。

②【長期利用】ＦＩＴ期間終了後に廃止の可能性が高い小規模太陽光発電施設の発電事業者、
電力取りまとめ候補者、再エネ電力を求める企業へアンケート調査等を実施。

【R6】 当初予算：2,962千円 ６月補正予算案：6,361千円

①【新規拡大】屋根置型ソーラーを県民が安心して設置できるよう事業者から提案された事業プランとその
経済性をデーターベース化し、公開するなど、２つの「アクションプラン」に基づく取組を推進。

②【長期利用】県内卒ＦＩＴ電源の電力を、脱炭素先行地域で設立する「地域エネルギー会社」等が
集約し、先行地域や県庁舎等に供給するための課題整理等を行う。
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●地域と共生した再エネ施設の導入推進（エネルギー政策課）

【目的・概要】
○再エネの適地誘導を図るため市町村における「（再エネ）促進区域」の設定を支援する。
○メガソーラー等の再エネの適切な施設整備及び維持管理を促進し、地域との共生を図るため、再エネ事業者、
県、立地市町村の三者による協定締結を推進する。

【R５】 当初予算：71,499千円

○令和５年９月に「再エネ促進区域の設定に関する熊本県基準」及びゾーニング図を公表。
○メガソーラー事業者を中心に、令和５年度末時点で、203件233箇所の三者協定を締結。

【R６】 当初予算：6,854千円

○市町村が速やかに促進区域を設定できるよう、市町村の地球温暖化対策実行計画（区域施策編）策定会議
に参画するなど、必要な助言、支援を行う。

○太陽光発電について、引き続き、メガソーラーに加え、土砂災害や景観保全に配慮が必要な一定規模以上の施

設や分割案件を対象に協定締結を推進する。

○阿蘇地域のゾーニング図について、
メガソーラー等に対する主要観光地
からの景観を踏まえた検証等を行う。

県基準に基づくゾーニング図



●水素エネルギーの普及（エネルギー政策課）

【目的・概要】
○モビリティにおける水素利用の中核となる燃料電池車（FCV）、燃料電池
トラック（FCトラック）の普及、水素の利活用に向けた取組みを、九州各県
や企業との連携により推進。

【R５】 当初予算：4,935千円

○平成28年にFCV（ホンダ・クラリティ～R4まで）及びスマート水素ステーション（SHS）を導入。
令和4年度に新たにFCV（トヨタ・ミライ）を導入。令和5年度はFCV普及啓発のため、県内９イベントで
FCVを展示。

○九州・山口一体で水素エネルギー普及に向けた取組みを実施。令和５年度はFCトラックの需要調査等を実施。

【R６】 当初予算：9,426千円 ６月補正予算案：4,242千円
○県内イベント等においてFCVを展示し、給電等の機能を県民に啓発。
○九州各県などと連携してFCトラック等の水素普及に向けた取組みを継続。

○令和６年５月に耐用年数を超え、維持管理ができなくなる県庁SHSを安全性の観点から撤去。

○トヨタ自動車、岩谷産業などの民間企業、自治体、大学等、４００団体超が参加し、ビジネスマッチング
や技術交流等を行う「水素バリューチェーン協議会」に令和６年４月１日に加入。

○水素活用に向けた関係企業との意見交換会を開催し、FCVや再エネと連携した水素の活用方策等について、
課題や対策を整理し、必要となる検証や実証事業等に取り組む。
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●新規小水力発電所開発可能性調査（企業局）
【R５】 当初予算： 26,191千円
【R６】 当初予算： 16,520千円
○新規小水力発電所の開発候補地点に関する調査・検討。

トヨタ「ミライ」
（R6.5八代市鏡町の展示）


